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 2023年 7 月 5 日 

株式会社ＪＲＣ 

代表取締役社長 浜口 稔 

問合せ先： 管理本部 06-6543-8680 https://www.jrcnet.co.jp/ 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスを、持続的成長と中長期的な企業価値向上並びに企業理

念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経営環境の変化に対応する機動的な経営判断、業務執

行、内部統制、及びそれらに対する監督機能のさらなる強化に向けて、役員をはじめ全社一丸となって

取り組んでおります。 

 

(1)当社は、全ての株主に対し、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株

主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行い、また、株主の実質的な平等性の確保

を図ります。 

 

(2)当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、従業員、顧客、取引先、債権者、

地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。また、「お客様の課題

を解決し、社会に貢献する」という考え⽅に加え、企業の社会的責任の観点から、多様なステークホ

ルダーと対話し、信頼関係を構築する不変の決意を「企業理念」として策定し、ホームページ等で公

表しています。 

 

(3)当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに

係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外

の情報提供にも主体的に取り組みます。 

 

(4)取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価

値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るため、その役割、責務を適切に果たします。 

 

(5)当社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外において

も、株主との間で建設的な対話を行います。 
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【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」を全て実施しております。 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

インテグラル 3 号投資事業有限責任組合 5,471,500 37.7 

浜口稔 2,720,000 18.7 

浜口佳宏 2,720,000 18.7 

Innovation Alpha L.P. 868,500 5.9 

インテグラル株式会社 200,000 1.3 

浜口芳秋 200,000 1.3 

林田信弘 200,000 1.3 

佐藤嘉宰 40,000 0.2 

江副義昭 40,000 0.2 

久次米功雄 40,000 0.2 

 

支配株主（親会社を除く）名 － 

 

親会社名 － 

親会社の上場取引所 － 

 

補足説明 

－ 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 グロース市場 

決算期 2 月 

業種 機械 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人以上 500 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 
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４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

－ 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

－ 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査等委員会設置会社 

 

【取締役関係】 

定款上の取締役の員数 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１０

名 以 内 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は       

５名以内 

定款上の取締役の任期 1 年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 8 名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 5 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

3 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 
会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

二井矢 聡子 他の会社の出身者       ○     

後藤 英恒 他の会社の出身者       ○     

沖野 公秀 他の会社の出身者            

引地 健児 公認会計士            

幡野 有紀 弁護士            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 
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 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び fのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 
独立 

役員 
適合項目に関する補足説明 選任の理由 

二井矢 聡子  インテグラル株式会社 

パートナー 

弁護士資格を有している

ほか、上場企業における経

営に関わる幅広い経験な

ど、今後の成長戦略におい

ての経営全般の助言・提言

を期待して選任しており

ます。 

後藤 英恒  インテグラル株式会社 

パートナー 

上場企業における経営に

関わる幅広い経験や経営

ノウハウ、組織のマネジメ

ントについての知見など、

今後の成長戦略において

の経営全般の助言・提言を

期待して選任しておりま

す。 

沖野 公秀 ○ － 経営に関わる幅広い経験

や経営ノウハウ、組織のマ

ネジメントについての知

見など、今後の成長戦略に

おいての経営全般の助

言・提言を期待して選任し

ております。 

引地 健児 ○ － 公認会計士資格を有して

おり、当社の業務執行体制

について会計面から適切

な監査を期待して選任し
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ております。 

幡野 有紀 ○ － 弁護士資格を有しており、

企業法務やコンプライア

ンスに精通していること

から、当社の業務執行体制

について法律的な側面か

らの監査・監督を期待して

選任しております。 

 

【監査等委員会】  

委員構成及び議長の属性 

 全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

委員長 

(議長) 

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役 

 

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使

用人の有無 
なし 

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 

当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人を置いておりませんが、監査等委員が職務の補助を求め

た場合は、内部監査部門の使用人がこれを担当します。当該使用人は、監査等委員の職務の補助をして

いる期間、監査等委員の指揮命令に従うものとし、他の一切の業務を兼務することができません。また、

当該使用人に関する当該期間における異動・人事考課等の人事権に係る事項の決定には監査等委員の同

意を必要とします。 

 

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人から監査計画の提出及び監査実施結果の報告を受け

るほか、監査法人及び内部監査室との間で定期的な意見交換を通じて、相互連携を図っております。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 常勤委員 社内取締役 社外取締役 社内有識者 その他 委員長 
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(名) (名) (名) (名) (名) (名) (議長) 

3 1 1 2 0 0 社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

3 1 1 2 0 0 社内取締役 

補足説明 

当社は、取締役の指名や報酬決定等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・

ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役及び代表取締役からな

る指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選

任及び解任に関する事項、各取締役の個別の報酬及びその他取締役会から諮問を受けた事項について審

議・答申を行います。指名・報酬委員会は、代表取締役社長が委員長を担うとともに、独立した視点を

取り入れるため、委員の過半数は社外取締役で構成することとします。また、監査等委員は審議の経緯

の説明を要請することができることとします。 

（委員長：代表取締役社長、その他構成員：独立社外取締役２名） 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 3 名 

その他独立役員に関する事項 

当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役を独立役員に指定しております。 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

ストックオプション制度の導入 

 

該当項目に関する補足説明 

ストックオプションは、当社グループの中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとと

もに、優秀な人材の確保等を目的として、当社グループへの貢献の期待値等を勘案の上、決定しており

ます。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,従業員,子会社の取締役 

該当項目に関する補足説明 

当社の取締役及び従業員に業績向上や企業価値の持続的な向上、株主重視の経営意識を高めるためのイ
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ンセンティブを与えることを目的としております。 

 

 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

有価証券報告書において、役員区分ごとの総額を開示します。 

 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2023 年５月 26 日開催の定時株

主総会において年額 250,000千円以内（決議当時の監査等委員である取締役を除く取締役の員数５名））

と決議されております。また、同定時株主総会で当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に

移行しており、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額 50,000 千円以内（決議時点の員数は３名）

と決議されております。 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬及びス

トックオプションを含む株式報酬により構成されており、基本的な考え方は以下のとおりです。なお、

役員賞与等の業績連動報酬につきましては現在導入しておりませんが、今後の導入について検討してお

ります。 

固定報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、世間水準や従業員給与等とのバ

ランスを考慮し、各取締役の職務成果や当社グループへの貢献等を勘案のうえ決定しております。 

また、株式報酬（ストックオプション）は、当社グループの中長期的な企業価値向上への貢献意欲や

士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的として、当社グループへの貢献の期待値等を勘

案の上、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で決定しております。 

なお、当社は 2023 年５月 26 日付で、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする任

意の指名・報酬委員会を設置しております。今後は、取締役の報酬につきましては、この独立社外取締

役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会へ諮問し、その結果を十分に踏まえて取締役会決議によっ

て決定することといたします。 

監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬で構成しており、株主総会の決議により定めら

れた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査等委員会の協議により決定

しております。 

 

 

【社外取締役(社外監査等委員)のサポート体制】 
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社外取締役に対しては、取締役会事務局である総務人事課がサポートを行っており、社外監査等委員に

対しては、監査等委員会事務局であるＩＲ・ＳＲ課がサポートを行っております。重要な情報等につき

ましては、必要に応じて、代表取締役より報告・説明を行っております。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

１．取締役会 

取締役会は、監査等委員である取締役を含む取締役８名（うち社外取締役５名）により構成されてお

ります。迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締

役会を開催しております。また、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定す

るとともに各取締役の職務執行の状況を監督しております。取締役には企業経営及び経営管理に精通し

た人材を登用しており、経営の適切な監督を行い得る体制を確保しております。 

（議長：代表取締役社長 浜口稔、その他構成員：取締役 増崎信也、社外取締役 二井矢聡子、社外

取締役 後藤英恒、社外取締役 沖野公秀、常勤監査等委員である取締役 林田信弘、監査等委員であ

る社外取締役 引地健児、監査等委員である社外取締役 幡野有紀） 

 

２．監査等委員会 

監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役１名、監査等委員である社外取締役２名により構成さ

れております。 

監査等委員は、原則として全員が取締役会に出席しております。その他、各取締役からの聴取、重要

な書類の閲覧、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査等委員会監査の実効性を確保しており

ます。 

監査等委員会につきましては原則毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しておりま

す。 

（委員長：常勤監査等委員 林田信弘、その他構成員：社外監査等委員 引地健児、社外監査等委員 幡

野有紀）  

 

３．内部監査室 

当社は内部監査専任部署として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室

は、内部監査規程に基づき、全部署並びに全子会社に対して業務執行の妥当性やコンプライアンスの遵

守状況等について監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社

長は監査結果に基づき、被監査部署に対して改善を指示し、内部監査室を通じて、その改善状況をモニ

タリングすることにより、監査の実効性を確保しております。 

 

４．会計監査人 

当社は、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受け
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ております。会計監査人は、監査等委員会及び内部監査室と会合を行い、連携を図っております。 

 

５．指名・報酬委員会 

当社は、取締役の指名や報酬決定等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・

ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役及び代表取締役からな

る指名・報酬委員会の設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選

任及び解任に関する事項、各取締役の個別の報酬及びその他取締役会から諮問を受けた事項について審

議・答申を行います。指名・報酬委員会は、代表取締役社長が委員長を担うとともに、独立した視点を

取り入れるため、委員の過半数は社外取締役で構成することとします。また、監査等委員は審議の経緯

の説明を要請することができることとします。 

（委員長：代表取締役社長、その他構成員：独立社外取締役２名） 

 

６．リスク・コンプライアンス委員会 

当社は、リスク・コンプライアンス体制の構築及び運用の強化を図るため、当社グループ内で発生し

うるリスクの分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、各部署から

選任されたリスクに関する責任者への指導を行う、リスク・コンプライアンス委員会を設置しておりま

す。リスク・コンプライアンス委員会は、原則として半期に１回（３月、９月）並びに必要に応じてそ

の都度開催し、リスクマネジメント及びコンプライアンスに係る体制の構築及びその推進について必要

な事項を協議しております。 

（委員長：代表取締役社長、その他構成員：海外営業本部長、国内営業本部長、製造本部長、ロボット

SI 事業副本部長、経営企画室長、管理本部長、人事総務課長、内部監査室長） 

 

７．サステナビリティ委員会 

当社は、サステナビリティを巡る課題への取り組みを通じて、持続可能な社会の実現と中長期的な企

業価値向上を両立させるため、サステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会

は、原則として四半期に１回開催し、サステナビリティに関する基本方針の策定及びその推進について

必要な事項の協議等を行い、取締役会に報告及び提言を行っております。 

（委員長：代表取締役社長、その他構成員：業務執行取締役、執行役員、各部門長） 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監

査人を配置しているほか、会計監査人を設置しております。これらの各機関が相互に連携することによ

って、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用して

おります。 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 
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１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、株主総

会通知の早期発送に努めます。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

当社の決算月は２月であることから、株主総会については５月の開催を計画して

おり、集中日を回避した開催となっております。 

その他 当社ウェブサイトにおいて、定時株主総会招集通知を掲載しております。 

 

２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポ リシ ーの 作

成・公表 

株主、投資家及びすべてのステークホルダーに対して、適

時・正確かつ公平な情報を提供するため、情報開示に関する

基本方針を策定し、当社ウェブサイトに掲載しております。 

 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

半年ごと(中間・期末)に決算説明会を開催し、四半期ごとに

アナリスト・機関投資家向けに個別説明を実施しておりま

す。 

あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

決算情報、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、プレ

スリリース、株主総会招集通知・決議通知等を掲載しており

ます。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

管理本部、経営企画室を中心に実施してまいります。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社は、1961 年の創業当時から受け継いできた「お客様の課題を解決し、社会

に貢献する」という考え方に加え、企業の社会的責任の観点から、多様なステー

クホルダーと対話し、信頼関係を構築する不変の決意を「企業理念」として表明

しているほか、多様なステークホルダーと信頼関係を構築し、社会に貢献するこ

とを目的として、「企業行動規範」を制定しており、当社ウェブサイトにも掲載

しております。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

当社は、「世の中の「不」をなくす」ことを目指すべき姿としており、サステナ

ビリティ委員会を中心に、エネルギー使用量の削減や廃棄物の低減などの活動を

行っております。 

ステークホルダーに

対する情報提供に係

株主、投資家及びすべてのステークホルダーに対して、適時・正確かつ公平な情

報を提供するため、情報開示に関する基本方針を策定し、当社ウェブサイトに掲
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る方針等の策定 載しております。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1)当社は、経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し、代表取締役社長がその精神を当社

の取締役及び使用人に継続的に伝達することにより、法令・定款及び社会倫理の遵守を企業活動

の原点とすることを周知徹底します。 

(2)当社は、各々の専門分野を有する監査等委員が、取締役の職務の執行全般に対し多角的に監査す

ることを狙いとして、監査等委員会を設置しております。 

(3)当社は、各部門の所管業務が法令、定款及び社内諸規程に従い適切かつ有効に運営されているか

等について監査することを狙いとして、他部門から独立した内部監査部門を設置しております。 

(4)当社は、社内規程を整備し、定期的な教育を行うことで法令・規則の遵守意識を醸成します。 

(5)当社は、職務執行上の内部牽制を有効に機能ならしめるため、主要部門間における部門責任者の

兼務を行いません。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1)取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁

的媒体に記録し、保存及び管理します。 

(2)取締役及び監査等委員は、常時これらを閲覧できるようにしております。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1)当社は、企業の持続的発展に重大な影響を及ぼす可能性のある全てのリスクを適時・適切に管理

するため、「リスク管理規程」等の社内規程を整備し、組織横断的なリスクの監視・全社対応を行

っております。 

(2)また、日常業務に伴う各種のリスクについては、それぞれの部門で対応するとともに、必要に応

じて専門性を持った会議体で審議し、適切な対策を講じます。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1)当社では、年度事業計画及び適時の予算実績管理に基づき、職務執行の効率的な実施を図ります。 

(2)年度事業計画は部門別に策定し、取締役会の決議によりこれを決定します。 

(3)取締役会では、当社業績やプロジェクト個別課題、子会社業績、重要稟議や部門の個別業績を報

告し、必要な施策について審議します。 

(4)取締役会は原則として毎月開催するとともに、別途重要審議事項が発生した際は、臨時でも開催

します。 
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５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1)当社グループでは、子会社の経営について各社の自主性を尊重しつつも、社内規程に則り、「コン

プライアンス規程」を遵守させ、リスクの監視及び対応を行い、業務の適正と効率性を確保する

ための諸規程の整備、システムを構築させます。 

(2)当社は、海外グループ会社が所在国の法令等に基づいて内部統制システムを構築することを指導

します。 

(3)前項に基づき、当社グループ会社の取引は、適正に行います。 

(4)当社は、業績報告会等によるグループ会社の職務の執行状況の報告に基づき、それぞれの職務内

容に従い、グループ会社が適正で効率的な経営を行うよう指導します。 

 

６．監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項 

(1)当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人を置いておりませんが、監査等委員が職務の補助

を求めた場合は、内部監査部門の使用人がこれを担当します。 

 

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査等委員の指示の実効

性の確保に関する事項 

(1)前号の使用人は、監査等委員の職務の補助をしている期間、監査等委員の指揮命令に従うものと

し、他の一切の業務を兼務することができません。 

(2)また、当該使用人に関する当該期間における異動・人事考課等の人事権に係る事項の決定には監

査等委員の同意を必要とします。 

 

８．当社グループの取締役及び使用人が当社監査等委員に報告するための体制 

(1)当社グループの取締役及び使用人は、各々の職責に応じ、取締役会及びその他の意思決定会議に

出席し、当社の監査等委員に重要事項の報告を行うものとします。 

(2)当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、遅滞なく当社の監査等

委員に報告するものとします。 

 

９．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

(1)当社グループでは、当社監査等委員へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたこ

とを理由として不利益な取扱いは行いません。また、その旨を当社グループ取締役及び使用人に

周知しております。 

 

10．監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 
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(1)監査等委員がその職務の執行について必要な費用又は債務が発生したときは、監査等委員の職務

の執行に必要でないと証明できる場合を除き、公正妥当な会計の基準に従い当該費用又は債務を

処理します。 

 

11．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1)監査等委員は、重要な意思決定過程並びに業務の執行状況等を把握するため、取締役会に出席す

るとともに、取締役及び使用人からの説明を求めることとします。 

(2)監査等委員は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査規程に基づく独立的立場による適正な監

査を実現するため、会計監査人並びに内部監査部門と適切な連携を保つものとします。 

(3)監査等委員は、取締役会及び代表取締役と随時意見交換を行うものとします。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

(1)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもちません。 

(2)不当な要求がなされた場合には、所轄警察署並びに顧問弁護士等と常に連携を保ち、何らかの要求

あるいは接触等があった際には、適宜適切かつ毅然と対応します。 

(3)新規契約先に対しては、取引開始時に反社会的勢力との関係が一切ない旨を書面で相互に誓約する

ことを求めるとともに、過去の記事検索及びインターネット検索により反社会的勢力との関係がない

ことの確認を行い、既存契約先に対しても同様の確認を行っております。 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社の会社情報の適時開示に関する基本方針は、下記のとおりです。 

 

情報開示の基本方針 

 当社は、株主、投資家及びすべてのステークホルダーに対して、適時・正確かつ公平な情報を提供す

ることで、当社に対する理解を深めるとともに、社会的信頼を向上させ、当社の企業価値を適正に資本

市場の評価に反映させていきます。 

 

情報開示の基準 

 当社は、金融商品取引に関連する法令及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情

報の適時開示等に関する規則」（適時開示規則）など、法令などに定められた情報だけでなく、当社の
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理解に役立つ情報についても、積極的な情報開示を行います。 

 

情報開示の方法 

１．適時開示規則に該当する情報の開示は、東京証券取引所が提供する TDnetを通じて行い、金融

商品取引法に基づく開示は、金融庁の提供する EDINETを通じて行います。これらの開示情報に

ついては、当社ウェブサイトに速やかに掲載します。 

２．上記以外の情報については、その重要度に応じて、適宜、プレスリリースの配信、当社ウェブ

サイトへの掲載を行います。 

 

将来の見通しについて 

 当社が開示する情報の中に、現在の計画・見通し・戦略等の将来情報が含まれている場合、これらは

現在入手可能な情報に基づき、当社の判断により一定の前提の下に作成されており、リスクや不確定要

素等の要因が含まれていること、これら会社の将来情報と実際の業績とは大きく乖離する可能性があり

ます。 

 

第三者による業績予想等について 

 第三者による業績予想等の情報については、予想者の独自の考えや主観的な評価であり、当社が関知

するものではないため、原則としてコメントしません。ただし、著しい事実誤認がある場合には、その

旨を公表する場合があります。 

 

沈黙期間 

 当社は、決算情報等の株価に影響を与える情報の漏洩を未然に防止するため、各四半期決算期日から

決算発表日までを沈黙期間とし、この期間中は決算に関するコメントや質問への回答を差し控えること

とします。ただし、沈黙期間中に、現在発表されております業績予想が大きく乖離すると見込まれる場

合には、適宜、適時開示規則に従い、情報開示を行います。 
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【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

 

 

以上 

 

報告 

報告 

（開示後、当社ホームページのＩＲサイトにも速やかに公開） 

発生事実 

 各部署 

決定事実・決算情報 

報告 

 所管部署長 

報告 

 情報取扱責任者（本規程所管部署長） 

報告 

 取締役会 

付議 

 代表取締役社長 

報告 

開示の指示 

 情報取扱責任者（本規程所管部署長） 

決定事実・決算情報・発生事実の適時開示 

開示の指示 

東京証券取引所（TDnet）・ 金融庁（EDINET） 


